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職
業
安
定
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

登
記
事
項
証
明
書
に
関
す
る
規
定
の
明
確
化

一

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
三
項
に
基
づ
き
有
料
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
の
申

請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
に
基
づ
き
特
別
の
法
人
の
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
届
出

の
届
出
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
等
と
し
て
、
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
及
び
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書
を
明
確
化
す
る
こ

と
。

二

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
百
四
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
雇
用
調
整
助
成
金
そ
の

他
の
助
成
金
の
申
請
に
必
要
な
書
類
と
し
て
、
登
記
事
項
証
明
書
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

四

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
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号
）
第
五
条
第
三
項
に
基
づ
き
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
等
と
し
て
、
法
人
の
登
記
事
項

証
明
書
及
び
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書
を
明
確
化
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


